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第８回標茶町農業委員会総会会議録 

 

                       開催年月日 平成３０年１月２９日（月曜日）                

開催場所  標 茶 町 役 場 議 場 

○議 事 日 程      

第 １ 会議録署名委員の指名について        

第 ２ 会期決定について 

第 ３ 会務報告 

第 ４ 議案第２８号 現況証明願について                     ２件 

第 ５ 議案第２９号 農地法第３条の規定による許可申請について          ２件 

第 ６ 議案第３０号 農用地利用集積計画の作成の要請について           ３件 

  

 

 

○出席委員（１５名） 

    １番 澁谷  洋 君   ２番 高松 俊男 君   ４番 橘  澄子 君 

   ５番 嶋中  勝 君   ６番 甲斐やす子 君   ７番 森田 享子 君 

   ８番 大泉 義明 君   ９番 渡邊 裕義 君  １０番 平間  清 君 

  １１番 類瀬 正幸 君  １２番 熊谷 英二 君  １３番 津野  斉 君 

  １４番 笛木 眞一 君  １５番 髙橋 政寿 君  １６番 佐瀨日出夫 君 

 

○議事参与の制限を受けた委員（ ０名） 

     

 

○欠席委員（ １名） 

    ３番 髙原 文男 君   

     

○その他出席者 

事務局長 相撲 浩信 君         振興係長 若松  務 君         

主  任 高橋  望 君         主  事 湊谷 省吾 君 
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（会長 君、議長席に着く。） 

 

◎開会の宣告 

 只今から第８回標茶町農業委員会総会を開会致します。 

只今の出席委員は１５名、欠席１名であります。 

よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定による定足数に達しておりますので、

本総会は成立致しました。 

                                 （午前１０時２９分開会） 

 

◎開会の宣告 

 直ちに会議を開きます。 

  

     ◎会議録署名委員の指名 

 日程第１。会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、会議規則第８２条の規定により、 

       ２番・高松君   ４番・橘君  

を指名致します。 

 

◎会期の決定について 

 日程第２。会期決定を議題と致します。 

 第８回標茶町農業委員会総会の会期は本日１日限りと致したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、本総会の会期は本日１日と決定致しました。 

 

◎会務報告 

 日程第３。会務報告を行います。 

 会務報告は印刷配布のとおりであります。 

 

◎議案第２８号 

 日程第４。議案第２８号、現況証明願について、内容２件を議題と致し

ます。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

 議案第２８号について説明させていただきます。 

 現況証明願について、北海道農地法関係事務処理要領に基づき願出のあった、下記の土地の現況

証明願について議決を求めるものであります。 

 別紙のとおり２件であります。 

 番号１。 
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 土地の所在、字上多和原野基線５２－９。 

 登記簿地目、牧場。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 面積、３３６㎡。 

 農地区分、一般民有地。 

 利用状況、雑種地。 

 続きまして、土地の所在、字上多和原野基線５２－１６。 

 登記簿地目、牧場。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 面積、５５０㎡。 

 農地区分、一般民有地。 

 利用状況、雑種地。 

 合計２筆、合計面積は８８６㎡であります。 

 所有者名、申請者名共に、●●●●さん。 

 調査委員は、大泉委員、笛木委員、熊谷委員。 

 調査年月日は、平成３０年１月１７日であります。 

 なお、調査につきましては、大泉委員より報告をお願い致します。 

 ８番・大泉君。 

○８番（大泉 義明君） ８番・大泉。 

 議案第２８号、番号１について報告致します。 

 １月１１日付けで調査依頼がありまして、１月１７日に調査してまいりました。 

 調査委員につきましては、笛木委員、熊谷委員と私と事務局からは若松係長と申請者の●●●● 

さんの案内で、現地調査を行っております。 

 現地の状況は、配布資料の１ページから３ページをご覧下さい。 

 この土地は、現地調査した結果、雑種地となっており、農地、採草放牧地以外であることを確認

しております。 

 詳細につきましては、ただ今事務局が説明したとおりです。 

 以上報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明並びに、現地調査にあたられ

ました、８番・大泉君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

振興係長若松君。 
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○振興係長（若松 務君） はい。 

 番号２について説明させていただきます。 

 番号２。 

 土地の所在、字虹別原野４４８－８。 

 登記簿地目、畑。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 面積は、１７，４６９㎡。 

 農地区分は、一般民有地。 

 利用状況は、農業施設用地。 

 所有者名、申請者名共に、●●●●さん。 

 調査委員は、大泉委員、笛木委員、熊谷委員。 

 調査年月日は、平成３０年１月１７日。 

 なお、調査結果につきましては、笛木委員より報告をお願い致します。 

 １４番・笛木君。 

○１４番（笛木 眞一君） １４番・笛木。 

 議案第２８号、番号２について報告致します。 

 １月１１日付けで調査依頼がありまして、１月１７日に調査してまいりました。 

 調査委員につきましては、大泉委員、熊谷委員と私と、事務局から若松振興係長と申請者の●● 

●●さんの案内で行っております。 

 現地の状況は、配布資料の４ページから６ページをご覧下さい。 

 この土地は、過去から施設用地と利用されておりまして、農地、採草放牧地以外であることを確

認してきました。 

 詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

 以上報告終わります。 

 以上をもって番号２について事務局の説明並びに、現地調査にあたられ

ました、１４番・笛木君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第２８号、内容２件は原案可決されました。 

 

      ◎議案第２９号 

 日程第５。議案第２９号、農地法第３条の規定による許可申請について

内容２件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 
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農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第２９号について説明させていただきます。 

 農地法第３条の規定による許可申請について、農地法第３条の規定による農地等の権利移転（設

定）の許可申請があった下記の件について、議決を求めるものであります。 

 許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり２件となっております。 

番号１。 

 貸付人、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 借受人、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

 土地の所在、字阿歴内８－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、６８，９７９㎡外５筆、合計面積は１６７，７４９㎡となっております。 

契約の種類、賃貸借（許可の日から３年間）。 

 権利移転設定の理由、貸付人は相手方要望、借受人は粗飼料確保のため。 

 資金調達の方法及び価格、自己資金３３５，５００円。 

 世帯員又は構成員、貸付人は４名、借受人は２名となっております。 

 畑、採放地につきましては、貸付人が２８４，１３０㎡、借受人が２３０，２５９㎡、うち借入

地が１０６，５０４㎡となっております。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 番号１につきましては、調査委員であります津野委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １３番・津野君。 

○１３番（津野 斉君） １３番・津野です。 

議案第２９号、番号１について報告致します。 

１２月２７日に事務局より調査依頼があり、１月１１日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

貸主の●●●●さんは、相手方の要望により農地を賃貸し、借主の●● ●さんは農地を借受け

粗飼料確保を図り、経営改善するため今回の申請となりました。 

●● ●さんは申請地を借受け後、この農地全体について耕作を行い、農作業に常時従事し、周

囲の農地への影響なく、効率的に利用されるかについても確認しました。 

●● ●さんの農地所有面積は、申請地を含めると合計面積が３９．８ｈａとなりますので、下

限面積要件を満たしています。 

これらの調査の結果、許可については問題ないと判断致しました。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました１３番・津野君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 
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 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号２についてご説明致します。 

 番号２。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●● ●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

 土地の所在、字上オソツベツ原野基線１２０。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、９６５㎡。 

契約の種類、売買。 

 権利移転設定の理由、譲渡人は国有地払い下げのため、譲受人は国有地払い下げを受けたいため。 

 資金調達の方法及び価格、自己資金１１，０００円。 

 世帯員又は構成員につきましては、譲受人は５名となっております。 

 畑、採放地につきましては、譲受人が１，３９０，２５８㎡、うち借入地が８１１，６１９㎡と

なっております。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 番号２につきましては、調査委員であります澁谷委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １番・澁谷君。 

○１番（澁谷 洋君） １番・澁谷です。 

議案第２９号、番号２について報告致します。 

１月１０日に事務局より調査の依頼があり、１月１４日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

今回の申請は、譲渡人である●●●●●●●さんが、譲受人である●● ●さんに国有地を払い

下げるためとなっています。 

●● ●さんが申請地を譲受後に、この農地すべてについて耕作を行い、農作業に常時従事し、

周辺農地へ影響はなく、効率的に利用されるかについても確認しました。 

●● ●さんの農地所有面積は、申請地を含めると合計面積が１３９．１ｈａとなりますので、

下限面積要件を満たしております。 

これらの調査の結果から、許可については問題ないと判断致します。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号２について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました１番・澁谷君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 
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（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第２９号、内容２件は原案可決されました。 

 

      ◎議案第３０号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第６。議案第３０号、農用地利用集積計画の作成の要請について、

内容３件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号２まで、内容２件について審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号２まで内容２件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

 議案第３０号について説明させていただきます。 

農用地利用集積計画の作成の要請について、下記の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促

進法第１５条第４項の規定により、利用権設定等促進事業の実施が必要と認められるので、標茶町

長に農用地利用集積計画の作成を要請することについて議決を求めるものであります。 

 作成を要請する農用地利用集積計画、別紙のとおり３件であります。 

 番号１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●

●●● ●●● ●● ●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

 土地の所在、字標茶６４６－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５２，６５８㎡外４３筆、合計の面積が７３０，６９３．２５㎡です。 

 利用権設定等の種類は、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係は、売買。 

 所有権移転の時期は、平成３０年１月３０日。 

対価の支払期限は、平成３０年３月１４日。 

土地の引渡時期は、対価の支払日。 

価格は、４５，２８７，０００円。 

支払方法は、指定口座振込みとなっております。 

番号２。 

利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●

●●● ●●● ●● ●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字多和１６０－２。 
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 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５０，４２９㎡外１４筆、合計の面積は４６３，８７９㎡です。 

 利用権設定等の種類は、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係は、売買。 

 所有権移転の時期は、平成３０年１月３０日。 

対価の支払期限は、平成３０年３月１４日。 

土地の引渡時期は、対価の支払日。 

 価格は、１６，７２１，０００円。 

支払方法は、指定口座振込みとなっております。 

なお、番号１、番号２につきまして、どちらもあっせんの案件でありますので、改めての現地調

査は行っておりません。 

以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１から番号２まで内容２件について事務局の説明を終

わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

よって、番号１から番号２まで内容２件については、原案可決されました。 

続いて番号３を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） 

番号３についてご説明させていただきます。 

なお、議案に一部訂正がございまして、利用権設定等の種類で賃借権の移転となっておりますが、

賃借権の設定であります。 

申し訳ございません。 

それでは、番号３について説明させていただきます。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●、●●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字栄１９２－１の内。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積は、１２，６３０㎡外１筆、合計の面積が２３，６３５㎡です。 

 利用権設定等の種類は、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、賃貸借。 
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 利用権の期間は、平成３０年１月３０日から平成４０年１月２９日まで。 

土地の引渡時期は、平成３０年１月３０日。 

金額は、年間３９，０００円。 

支払方法は、毎年１２月末日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、番号３につきましては、平間委員に現地調査を依頼しておりますので、調査結果について

報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １０番・平間君。 

○１０番（平間 清君） １０番・平間です。 

 議案第３０号、番号３について報告致します。 

 １月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、１月２２日に現地調査に行ってまいりまし

た。 

 利用権設定等の農地については、新規の賃貸借契約であり、記載のとおり確認しております。 

 貸主の●●●●さんは、相手方要望により農地を貸付するものです。 

 借主の●●●●●さんは、農地を借受け、粗飼料の確保を図るということでした。 

 この賃貸借契約については、借受者は認定農業者となっており、農用地の全てを効率的に利用し

て、耕作を行い、農作業に常時従事すると認められます。 

 従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断しました。 

 詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号３について事務局の説明、並びに現地調査にあたら

れました１０番・平間君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第３０号、内容３件は原案可決されました。 

 

    ◎閉議の宣告 

 これをもちまして、第８回標茶町農業委員会総会に付議されました案件

の審議は、全部終了致しました。 

 

◎閉会の宣告 

 第８回標茶町農業委員会総会を閉会致します。 

 どうもご苦労さまでございました。 

 

（午前１０時５０分閉会） 

 


